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家
庭
緑
化
用
苗
木
の
無
料

配
布
会

　

ブ
ル
ー
ベ
リ
ー
の
苗
木
を
先
着

200
本
配
布
し
ま
す
。

▼
日
時
＝
10
月
15
日

（日）
午
前
10
時

30
分
～
（
10
時
か
ら
整
理
券
を
配

布
・
雨
天
決
行
）
▼
会
場
＝
佐
野

商
工
会
議
所
周
辺
（
ま
ち
な
か
楽

市
会
場
）
※
商
工
会
議
所
西
側
駐

車
場
、
市
役
所
市
民
広
場
駐
車
場

な
ど
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

■
問
合
せ
＝
都
市
整
備
課

☎
（２０）
３
１
０
１

特
定
計
量
器（
は
か
り
）の

定
期
検
査

　

商
店
や
会
社
の
取
引
用
、
病
院

や
学
校
な
ど
の
証
明
用
に
使
用
す

る
は
か
り
は
、
計
量
法
に
基
づ
く

定
期
検
査
を
受
け
る
義
務
が
あ
り

ま
す
。
未
受
検
の
は
か
り
は
、
取

引
・
証
明
に
使
用
で
き
ま
せ
ん
の

で
、
必
ず
受
検
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
検
査
期
間
＝
10
月
10
日

（火）
～
24

日
（火）
午
前
10
時
30
分
～
午
後
３
時

（
正
午
～
午
後
１
時
は
除
く
）

※
地
区
に
よ
り
会
場
・
検
査
日
が

指
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
詳
し
く
は
、

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確
認
く
だ

さ
い　

■
問
合
せ
＝
商
工
・
企
業

誘
致
課
☎

（２０）
３
０
４
０

の
納
め
忘
れ
た
保
険
料
を
納
め
る

こ
と
で
、
将
来
の
年
金
額
を
増
や

す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

申
込
方
法
な
ど
、
詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
老
齢
基
礎
年
金
を
受
給
し
て
い

る
方
な
ど
は
、
後
納
制
度
の
利
用

は
で
き
ま
せ
ん

■
問
合
せ
＝
市
民
課

☎
（２０）
３
０
１
９

全
国
地
域
安
全
運
動
～
み
ん

な
で
つ
く
ろ
う
安
心
の
街
～

　

10
月
11
日

（水）
～
20
日

（金）
ま
で
の

10
日
間
で
実
施
さ
れ
ま
す
。

　

県
内
で
は
乗
り
物
盗
な
ど
が
依

然
と
し
て
高
い
割
合
で
発
生
し
て

い
る
ほ
か
、
子
ど
も
や
女
性
へ
の

声
か
け
な
ど
の
事
案
の
発
生
が
増

加
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

　

さ
ら
に
今
年
も
振
り
込
め
詐
欺

な
ど
の
『
特
殊
詐
欺
』
が
多
く
発

生
し
て
い
ま
す
。
く
れ
ぐ
れ
も
お

気
を
付
け
く
だ
さ
い
。

　

市
で
は
、
関
係
機
関
や
警
察
と

相
互
間
の
連
携
を
強
化
し
、
運
動

期
間
中
「
佐
野
市
地
域
安
全
の
つ

ど
い
」
や
、
犯
罪
抑
止
啓
発
活
動

な
ど
を
実
施
し
ま
す
。

■
問
合
せ
＝
危
機
管
理
課

☎
（２０）
３
０
５
６

10
月
１
日
は
「
浄
化
槽
の
日
」

で
す

　

周
辺
の
川
や
水
路
が
少
し
で
も

き
れ
い
な
状
態
を
保
て
る
よ
う
、

浄
化
槽
の
適
切
な
維
持
管
理
を
お

願
い
し
ま
す
。

●
清
掃
…
汚
泥
な
ど
の
引
き
抜
き

は
、
市
の
許
可
を
受
け
た
「
浄
化

槽
清
掃
業
者
」
に
依
頼
し
、
毎
年

１
回
以
上
実
施
し
て
く
だ
さ
い
。

●
保
守
点
検
…
浄
化
槽
や
ブ
ロ
ア

の
点
検
は
、
県
の
登
録
を
受
け
た

「
浄
化
槽
保
守
点
検
業
者
」
と
契

約
を
結
び
、
定
期
的
に
実
施
し
て

く
だ
さ
い
。

●
法
定
検
査
…
水
質
な
ど
に
関
す

る
検
査
は
、
浄
化
槽
の
使
用
開
始

後
４
～
８
カ
月
目
ま
で
に
行
う
７

条
検
査
と
、
そ
の
後
毎
年
実
施
す

る
11
条
検
査
が
あ
り
ま
す
。
７
条

検
査
は
「
浄
化
槽
工
事
業
者
」
に
、

11
条
検
査
は
「
浄
化
槽
保
守
点
検

業
者
」
に
依
頼
し
て
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ
＝
環
境
政
策
課

☎
（２０）
３
０
１
３

国
民
年
金
「
５
年
の
後
納

制
度
」
に
つ
い
て

　

国
民
年
金
の
「
５
年
の
後
納
制

度
」
は
、
平
成
30
年
９
月
30
日
ま

で
の
特
例
制
度
で
す
。
５
年
以
内

特
定
空
家
等
の

解
体
費
用
を
助
成
し
ま
す

　

周
辺
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
危
険

な
「
特
定
空
家
等
」
を
市
内
業
者

に
依
頼
し
て
解
体
す
る
場
合
に
、

費
用
の
一
部
を
助
成
し
ま
す
。

▼
期
間
＝
平
成
30
年
１
月
31
日

（水）

ま
で　

▼
助
成
金
額
＝
解
体
費
用

の
２
分
の
１
（
上
限
50
万
円
）

※
申
請
に
は
市
の
事
前
調
査
が
必

要
で
す
。
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い

■
問
合
せ
＝
空
き
家
対
策
室

☎
（２０）
３
０
２
８

10
月
は
ご
み
の
不
法
投
棄

重
点
監
視
月
間
で
す

　

ご
み
の
不
法
投
棄
は
、
土
地
の

所
有
者
・
管
理
者
、
付
近
の
住
民

な
ど
へ
の
迷
惑
と
な
り
、
周
辺
環

境
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
の
で
絶
対

に
や
め
ま
し
ょ
う
。

　

ご
み
を
個
人
の
土
地
に
捨
て
ら

れ
て
し
ま
っ
た
場
合
、
犯
人
が
わ

か
ら
な
い
と
き
は
そ
の
土
地
の
所

有（
管
理
）者
が
片
づ
け
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
ご
み
を
捨
て
ら
れ

な
い
よ
う
な
対
策
を
す
る
よ
う
お

願
い
し
ま
す
。

■
問
合
せ
＝
ク
リ
ー
ン
推
進
課

☎
（２３）
８
１
５
３
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皆さんの生活に関することについてのお知らせです。

住
宅
相
談
会

　

住
宅
の
リ
フ
ォ
ー
ム
や
空
き
家

の
利
活
用
、
登
記
手
続
き
な
ど
、

建
築
士
や
司
法
書
士
な
ど
か
ら
ア

ド
バ
イ
ス
が
受
け
ら
れ
る
無
料
相

談
会
を
「
ど
ま
ん
な
か
フ
ェ
ス
タ

佐
野
」
に
お
い
て
開
催
し
ま
す
。

※
１
人
30
分
程
度
、
予
約
優
先

▼
日
時
＝
11
月
５
日

（日）
午
前
10
時

～
午
後
３
時　

▼
会
場
＝
田
沼
グ

リ
ー
ン
ス
ポ
ー
ツ
セ
ン
タ
ー

■
申
込
＝
一
般
社
団
法
人
栃
木
県

建
築
士
会

☎
０
２
８（
６
３
９
）３
１
５
０

行
政
相
談
を
行
い
ま
す

　

生
活
の
中
の
困
り
ご
と
や
、
国

な
ど
行
政
機
関
へ
の
意
見
や
要
望

な
ど
を
、
行
政
相
談
委
員
が
お
聞

き
し
ま
す
。
※
無
料

▼
開
催
日
・
会
場
＝
10
月
３
日

（火）

・
葛
生
あ
く
と
保
健
セ
ン
タ
ー
、

10
月
13
日

（金）
・
総
合
福
祉
セ
ン

タ
ー
、
11
月
15
日

（水）
・
田
沼
中
央

公
民
館

▼
時
間
＝
午
後
１
時
30
分
～
４
時

●
特
設
相
談

▼
日
時
＝
12
月
19
日

（火）
午
前
11
時

～
午
後
２
時　

▼
会
場
＝
イ
オ
ン

モ
ー
ル
佐
野
新
都
市
1
階
セ
ン
ト

ラ
ル
コ
ー
ト

■
問
合
せ
＝
総
務
省
栃
木
行
政
相

談
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
８（
６
３
４
）４
６
８
０

さ
の
合
同
就
職
面
接
会

▼
日
時
＝
11
月
10
日

（金）
午
後
１
時

30
分
～
４
時　

▼
会
場
＝
市
役
所

市
民
活
動
ス
ペ
ー
ス
▼
参
加
企
業

（
予
定
）＝

（株）
バ
ン
テ
ッ
ク
、

（株）
あ

わ
し
ま
堂
、
タ
マ
ム
ラ
デ
リ
カ

（株）
、
三
州
食
品

（株）
▼
対
象
＝
55
歳

未
満
の
方　

※
申
込
方
法
な
ど
、

詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご

覧
く
だ
さ
い
■
問
合
せ
＝
商
工
・

企
業
誘
致
課
☎

（２０）
３
０
４
０
、
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
佐
野
☎

（２２）
６
２
６
０

就
職
応
援
セ
ミ
ナ
ー
と

巡
回
相
談
会

　

求
職
活
動
を
し
て
い
る
方
向
け

の
①
就
職
応
援
セ
ミ
ナ
ー
と
、
就

労
に
関
す
る
②
巡
回
相
談
会
、
シ

ニ
ア
世
代
の
社
会
参
加
活
動
に
関

す
る
③
ぷ
ら
っ
と
巡
回
相
談
会
を

開
催
し
ま
す
。
※
就
職
応
援
セ
ミ

ナ
ー
・
巡
回
相
談
会
は
雇
用
保
険

受
給
中
の
就
職
活
動
の
実
績
に
な

り
ま
す　

▼
開
催
日
・
会
場
＝
10

月
26
日

（木）
佐
野
市
役
所
601
・
602
会

議
室（
６
階
）、
11
月
24
日

（金）
栃
木

県
庁
足
利
庁
舎
202
号
室　

▼
時
間
＝
①
午
前
10
時
30
分
～
正

午
、
②
・
③
午
後
１
時
～
４
時　

▼
申
込
＝
実
施
日
前
日
午
後
４
時

ま
で
に
、
電
話
で
各
会
場
の
あ
る

担
当
窓
口
へ

佐
野
市
商
工
・
企
業
誘
致
課
☎

（２０）

３
０
４
０
、
栃
木
県
足
利
労
政
事

務
所
☎
０
２
８
４

（４１）
１
２
４
１

■
問
合
せ
＝

①
・
②
は
と
ち
ぎ
ジ
ョ
ブ
モ
ー
ル

☎
０
２
８（
６
２
３
）３
２
２
６

③
は
と
ち
ぎ
生
涯
現
役
シ
ニ
ア
応

援
セ
ン
タ
ー

☎
０
２
８（
６
２
２
）３
０
１
８

足
利
佐
野
都
市
計
画
の

原
案
の
縦
覧

　

建
築
基
準
法
改
正
に
伴
う
足
利

佐
野
都
市
計
画
地
区
計
画
（
４
地

区
）
の
変
更
の
原
案
を
縦
覧
し
ま

す
。
意
見
の
あ
る
方
は
市
長
に
意

見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。　

▼
原
案
の
名
称
＝
足
利
佐

野
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更

▼
対
象
地
域
＝
①
高
萩
町
、
越
名

町
、
鐙
塚
町
の
各
一
部
、
②
町
谷

町
、
関
川
町
、
黒
袴
町
の
各
一
部
、

③
戸
奈
良
町
、
石
塚
町
の
各
一
部
、

④
西
浦
町
、
黒
袴
町
の
各
一
部

▼
縦
覧
期
間
＝
10
月
６
日

（金）
～
20

日
（金）
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

15
分（
土
・
日
曜
日
・
祝
日
を
除
く
）

▼
縦
覧
場
所
＝
都
市
計
画
課(

５

階
）
▼
意
見
書
提
出
方
法
＝
縦
覧

場
所
に
用
意
し
て
あ
る
所
定
の
用

紙
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
10
月

６
日

（金）
～
27
日

（金）
の
間
に
直
接
ま

た
は
郵
送
で
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

〒
３
２
７
‐
８
５
０
１

（
住
所
不
要
）
都
市
計
画
課

■
問
合
せ
＝
同
課
☎

（２０）
３
１
０
０

介
護
入
門
研
修

　

中
高
年
齢
者
を
対
象
と
し
た
、

介
護
未
経
験
者
向
け
の
研
修
を
開

催
し
ま
す
。

▼
日
時
＝
11
月
７
日

（火）
・
10
日

（金）
・
14
日

（火）
・
17
日

（金）
・
21
日

（火）
・
24
日

（金）
・
30
日

（木）
の
全
７
回
、

各
日
午
前
９
時
～
午
後
４
時

▼
会
場
＝
ハ
ー
モ
ネ
ー
ト
プ
ラ
ザ

■
申
込
＝
ハ
ル
プ
・
エ
ン
タ
ー
プ

ラ
イ
ズ
☎

（２７）
１
６
８
６

平
成
29
年
分

年
末
調
整
説
明
会

　

対
象
者
に
は
、
10
月
下
旬
に
関

係
書
類
が
郵
送
さ
れ
ま
す
。

▼
日
時
＝
11
月
17
日

（金）
午
後
２
時

～
４
時　

▼
会
場
＝
文
化
会
館

■
問
合
せ
＝
佐
野
税
務
署

☎
（２２）
４
３
６
６

シル
バー人材センター

(愛
称 生き

活きセンター ) 会員募集中！
60歳以上の健康で働く意欲のある方で入会を希望
される方は、ぜひ、お問い合わせください。

仕事のご依頼はお気軽に！

公益社団法人
佐野市シルバー
人材センター
✿ 問い合わせ ✿
電話：23-7765

Ｅ-mail:sano@sjc.ne.jp


